
住所: 仙台市太白区長町南1丁目６番１０号

施設種別 障害福祉サービス事業所 令和7年４月１日現在

事業所名 仙台市太白障害者福祉センター
所
在
地
等

〒982-0012

設置主体 仙台市

管理者名 社会福祉法人仙台市障害者福祉協会 e-mail: office-ta@shinsyou-sendai.or.jp

設置年月日 平成9年8月20日 URL: http://www.shinsyou-sendai.or.jp/center_hands/taihaku-c.html

経営主体 社会福祉法人仙台市障害者福祉協会 TEL: 022-308-8801

作
業
内
容

・機能訓練（グループ体操・個別運動・認知機能集団リハ等）
・社会適応訓練（施設見学・公共交通機関利用訓練、
　　　　　　　　　ICT機器活用訓練等）
・スポーツレクリエーション　・創作活動等　・更生相談

【工賃（賃金）　平均　　　　　　円／月程度】

事業種別 自立訓練（機能訓練） 自立訓練（生活訓練）

施
設
の
特
色

自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業、生活介護事業、就労継続支援(B型)事業を実施しているセンターで
す。また、併設されている障害者相談支援事業所ハンズ太白との連携により、総合的な相談支援を行ってい
るほか、障害のある方や障害者団体の活動の場として、部屋を貸出しする貸館事業も行っております。

設
備
面
の
特
色

入浴及び給食サービスを提供している施設である
ことから、施設には入浴設備(特殊浴槽、一般浴槽)
と調理設備を完備しています。入浴では座ることが
難しい方にも対応することが出来、給食は出来立て
を提供できるほか、嚥下障害のある方にも対応して
います。

 施設の概観（または地図，作業の様子など）

主
な
行
事 　　　　休所日 日・月曜日、祝日の翌日、12/28～1/4

仙台市太白障害者福祉センター主催事業
　・ふれあいまつり（年1回）
　・在宅障害者・一般市民向け講座
　・障害者週間事業（12月3日～9日）

7 名 ／ １日の定員 ６名 7 名 ／

022-308-8803FAX:

3

主な対象
機能訓練：身体障害・難病のある方
生活訓練：高次脳機能障害・失語症が
ある方

車いす利用
者の受入

可
要医療的ケ
ア者の受入

名

送迎
サービス

有
送迎経路 施設～自宅 送迎可能

エリア
太白区及び隣接する青葉区、若
林区の一部（ﾘﾌﾄ付ﾜｺﾞﾝ3台）利用日 火～土曜日 経路数

１日の定員 １２名 名 ／

可

在籍／定員

事業所
ＰＲ

利用者が地域生活を営む上での課題や困難性を利用者と職員が共有し、家族や支援者と共に改善
に向けて取り組むことで社会参加や生きがいにつながるよう支援しています。見学は随時受付けてい
ますので、お気軽にご相談ください。

（１日のスケジュール）
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＜利用者の状況＞ ＜職員＞　　単位：名 男 女
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①年齢別・性別 管理者 1 0

年齢別 18歳
未満

18歳～
19歳

20歳～ 30歳～
0

性　別 支援員 1
40歳～ 50歳～

60歳
以上

合計
サービス管理責任者 1

6 4 11 事務員 0 0男 0 0 0 0 1

1 0 3 看護師（常勤） 0 1女 0 0 0 1 1

7 4 14 看護師（非常勤） 0 0合計 0 0 0 1 2

0 0

左のうち合併障害のある方 医師（嘱託） 0 0

②障害別 栄養士 0 0

知的障害 身体
障害

精神
障害

その他 合計

調理師

0 0 0 0 0 0 7

重度 その他 自閉症 肢体 視覚 その他

7 0 14 合計 5 2

PT・OT・ST 2 1


